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今月の相談
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生活相談

☆「はがき」による架空請求に注意しましょう　
　「はがき」による架空請求が横行しています。
●差出人は公的機関を装った名前になっています。
　例えば、法務省管轄支局民事訴訟管理センター、民事訴訟告知センター、訴訟最終告知通達センター・・・等
●文面には「総合消費料金に関する訴訟最終告知」、「連絡なき場合は差し押さえを強制的に実行」、「訴訟を開始」、
　などと書かれています。
　請求内容がわからないからと書いてある問い合わせ番号に連絡すると、訴訟の取り下げ費用などといって料金
　を請求されてしまいます。
●はがきが届くということは相手に住所や氏名が知られているということで、怖くなってお金を払ってしまうと
　いう人もいます。これは、何らかの名簿を入手した悪質事業者がランダムに根拠のない請求はがきを送ったため
　と思われます。

　　連絡しないで無視するのが一番です！
　　「払えば終わり」ではありません。更なる請求が来る場合もあります。絶対に支払ったりしないでください。

◎注意しなければいけないのが、本当に裁判所から書類が届いた場合です。
　まず本物の書類かどうか裁判所に確認しなければなりませんが、慌ててそこに書いてある連絡先に電話をする
　のはやめましょう。必ず自分で調べた番号にかけてください。
　もし、不審なはがきや封書が届いたら消費生活相談窓口に相談してください。

◆問い合わせ先
　住民生活課

☎３４１－８５１２＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識＊消費生活相談窓口から

お気軽にご相談ください

◆時　　間　午前９時～午後４時
◆場　　所　平林会館２階第３研修室
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

相談は予約不要で、電話での相談もできます。
消費生活相談

◆時　　間　午前９時～正午
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆問い合わせ先
　社会福祉協議会　☎３４５－６６３１

生活の中での悩みごと、心配ごとなどの相談に
応じます。（当日の電話相談も受け付けます。）
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２２日
（水）
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◆相　談　日　８日（水）
◆時　　間　午後１時～４時
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

宮城県司法書士会による出張相談会（無料）

令和元年　いきいきキャリアアップ事業ｉｎ大衡
『自分らしく生きる！～女性が輝く職場づくり～』

　「女性の就業生活における活躍の推進に関す
る法律」が施行され、女性活躍に期待が高まっ
ており、女性の就労をめぐる環境も急速に変化
しています。
　職場や社会でキャリアを積みながら、地域に
貢献していくために、必要なこととは何か・・・。
　ゲストの方の話をきいたり、ワークショップ
を通じて、参加者同士で交流や情報交換をしな
がら、地域で自分らしく働くための学びを深め
てみませんか。
◆日　　時　2月1日（土）
　　　　　　午前９時３０分～正午
◆会　　場　平林会館２階　視聴覚室
◆対　　象　大衡村近郊に在住、又は勤務して
　　　　　　いる女性
◆定　　員　３０名
　　　　　　（先着順・定員になり次第締切）
◆託　　児　６カ月以上小学校低学年までのお
　　　　　　子さん・６名
◆申込期限　１月2３日（木）
◆参　加　費　無　料
◆申込・問い合わせ先
　　　　㈱ユーメディア　☎２２４－５１５１
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０
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納税のお知らせ　納期限（口座振替日）１月３１日（金）

　　　　　　　　

　納期限までに忘れずに納めましょう。口座振替の方は前日までに残高をご確認願います。納期限まで
に納付されない場合、督促手数料や延滞金が加算されます。
　なお、病気やその他の事情により、納期限までに納付が困難な方の納付相談を随時受け付けています。

◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

村県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

４月

　

　

　

１期

１期

　

５月

　

１期

全期

２期

６月

１期

　

　

３期

２期

　

７月

　

２期

　

４期

　

１期

８月

２期

　

　

５期

３期

２期

９月

　

３期

　

６期

　

３期

１０月

３期

　

　

７期

４期

４期

１１月

　

４期

　

８期

　

５期

１２月

４期

　

　

９期

５期

６期

　

１月

　

　

　

１０期

６期

７期

２月

　

　

　

　

　

８期

３月

　

　

　

　

　

９期

納期月税目等

２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

出
会
い
の
機
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が
な
い
。
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性
と
の
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流
で
あ
と
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が
踏
み
出
せ
な
い
。

そ
ん
な
あ
な
た
を
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バ
イ

ザ
ー
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
の
で
、
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気
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に
ご
利
用
く
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す
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前
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